
法人の沿革 
 
S.47.1.9      近江愛隣園今津病院長杉橋豊次、副院長西川重男、理事岸本つよ、県

事務所長兼湖西福祉事務所長岸本清夫によって社会福祉法人設立協議。 

S.47.5.23     社会福祉法人設立発起人会開催。基本財産の寄付承認 

       （杉橋豊次宅地 1,436.02 ㎡、岸本つよ 1,092.62 ㎡） 

S.47.9.22     法人名称をゆたか会とする 

S.48.5.9      厚生省第 430号にて法人の設立認可をうける 

              初代理事長 杉橋豊次 

S.48.6.8      法人設立登記 

S.48.6.11     登記完了 

S.48.7.16     社会福祉事業振興会貸付金決定 

S.48.7.17     日本船舶振興会補助金交付決定 42,900,000円 

S.49.1.31     特別養護老人ホーム清風荘竣工(1350㎡ 97,917,000円)定員 50名認可    

S.49.3.8      滋賀県指令第 532 条により特別養護老人ホーム清風荘設立認可（初代

荘長 岸本清夫） 

S.49.3.21     特別養護老人ホーム清風荘を開設（９名が入所） 

S.50 5.26     天皇皇后両陛下行啓 

（奏上 理事長 杉橋豊次、ご説明 荘長 岸本清夫） 

S.51.11.30  増築工事竣工（692㎡ 93,249,000円） 

S.52.1.1      清風荘の定員を増加（50人→80人） 

S.53.2.10     特別養護老人ホーム清風荘増築工事竣工 

S.53.6.15   老人短期入所事業開始 

S.54.5.17     清風荘の定員を増加（80人→87人） 

S.55.4.1      清風荘の定員を増加（87人→90人） 

S.56.7.10     法人理事会において身体障害者療護施設清湖園の建設を決議（第二代

理事長 西川重男）（県補助金、129,259,000円、自己資金、15,644,100

円  1949.98㎡ 346,200,000円 

S.56.8.3      身体障害者療護ホーム清湖園建設工事着工（建設責任者 岸本清夫） 

S.57.2.25     身体障害者療護ホーム清湖園竣工 

S.57.4.1      身体障害者療護施設として身体障害者福祉法第 18号第二項の規定によ

る指定、清湖園開設（定員 50名、初代園長 菖蒲幸雄）事業目的変更

による定款変更による定款変更登記 ショートステイ開催 

S.58.3.31     身体障害者療護ホーム清湖園園長菖蒲幸雄退任 

S.58.4.1      身体障害者療護ホーム清湖園園長(第二代)岸本勘也就任 

S.58.11.30    清風荘改装工事完成 

S.62.3.2      監事に堀井藤男就任 

S.62.4.1      身体障害者療護ホーム清湖園園長（第三代）に杉橋研一就任 

 



S.62.11.1     社会福祉法人ゆたか会理事長（第三代）に提中孝三就任（第二代清風

荘施設長） 

S.62.11.1     特別養護老人ホーム清風荘荘長(第三代)に岸本勘也就任 

S.63.5.28   理事に足利八郎就任 

H.元.5.7      特別養護老人ホーム清風荘 ショートステイ開始 

H.元.6.20     社会福祉法人ゆたか会理事長（第四代）に足利八郎就任  

H.3.4.1       ふれあいのまちづくり B型を受託 

H.3.6.11      社会福祉法人ゆたか会 18周年（愛隣事業団 40周年） 

H.4.10.1      特別養護老人ホーム清風荘デイサービス(E型)開始 

H.4.12.23     宮内庁長官より下賜金を賜る 

H.5.3.19      西川重男理事死去により監事堀井藤男理事に就任、監事に堀居喜久雄

就任 

H.7.4.1      在宅介護支援センター開設 

H.7.6.20      監事菖蒲幸雄辞退により菖蒲康文就任 

H.7.9.29    ミニﾃﾞｨサービス事業・託老サービス事業開始 受託先今津町 

H.7.10.1      第 19回全国育樹祭に伴う皇太子同妃両殿下行啓 

（ご説明 理事長 足利八郎、園長 杉橋研一） 

H.8.4.1       移送サービス事業・ホームヘルプサービス事業開始 受託先今津町   

H.8.4.1       デイサービス E型今津町単独受託となる 

H.8.11.1    湖西障害者生活支援事業開始 高島郡５町１村より受託 

        名称・湖西障害者生活支援センターほろん 

        所長 杉橋研一 所長代理 北川節男 

H.9.4.1       在宅介護支援センター 今津町単独受託となる 

H.9.5.30    定款の一部変更認可申請（理事・監事定数の変更） 

H.9.6.20      社会福祉法人ゆたか会理事長(第五代)杉橋研一就任 

H.9.6.20      理事定数 10名、監事定数 3名に変更に伴い、稲本康彦理事、田中肇理

事，柳生幹夫監事就任 

H.9.11.4    定款の一部変更認可（理事・監事定数の変更） 

H.9.12.26     朽木村と朽木村小規模特別養護老人ﾎｰﾑ管理運営委託契約締結 

H.9.12.26     定款の一部変更認可申請（事業の追加.定款準則改正による変更) 

H.10.1.6    定款の一部変更認可（事業の追加.定款準則改正による変更） 

H.10.1.8      朽木村小規模特別養護老人ﾎｰﾑやまゆりの里管理運営の受託開始(定 30

名 施設長 川田栄三) 

        朽木村在宅介護支援センター、朽木村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業開始 

        在宅福祉サービスセンター長 松本貞夫就任 

H.10.4.1      特別養護老人ホーム清風荘施設長(第四代)に杉橋研一就任 

              身体障害者療護ホーム清湖園園長（第四代）に柳生幹夫就任 

H.10.9.14    清風荘新築起工式開催 

H.10.9.15     清風荘新築工事着工 



H.11.5.６   監事に八田知昭氏就任 

H.11.6.20     足利八郎理事、岸本清夫理事、稲本康彦理事退任により柳生幹夫理事、

浅見文博理事、北村景子理事就任 

H.11.6.20   社会福祉法人ゆたか会理事長杉橋研一、常務理事柳生幹夫就任 

H.11.9.25     新）特別養護老人ホーム清風荘竣工（１０月移転） ケアハウスじゅ

らく竣工 

H.11.10.1     県湖西在宅重度障害者通所生活訓練事業ほほえみはうす受託 

H.11.10.2   全清風荘入居者引越完了（事業開始）  

H.11.10.22   介護保健法第 46条第 1項の居宅介護支援事業所の指定 

H.11.10.29   特別養護老人ホーム認可事項変更届の受理  

H.11.11.1   ケアハウスじゅらく開所（定員 20名） 

H.11.11.16   定款変更認可（事業の増加、評議員会の設置、施設新築による資産の

増加） 

H.12.2.15   定款の一部変更認可(新事業の追加による資産区分の条項の変更） 

H.12.4.1     介護保険事業開始 

        特別養護老人ホーム清風荘 

          介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、 

居宅介護支援 

        朽木特別養護老人ホームやまゆりの里 

          介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、 

居宅介護支援 

        新規事業開始 

         介護予防・生活支援事業、生きがい活動支援通所事業、生活管理指

導事業、外出支援サービス事業、痴呆予防・介護教室事業 

H.12.10.1   障害者社会参加促進事業を高島郡 5 町１村より受託(事業開始) 

H.13.4.1    財）近江愛隣園旧今津病院建物 4 階建て 1238.43 ㎡贈与される 

H.13.4.1    ケアハウスじゅらく施設長 杉橋研一就任 

        特別養護老人ホーム清風荘施設長(第五代)前田光泰就任 

H.13.6.20   堀井藤男理事辞任 堀居喜久雄監事辞任により横井藤夫監事就任 

H.13.6.20     社会福祉法人ゆたか会理事長 杉橋研一就任 

H.13.9.25   身体障害者療護施設清湖園 滋賀県指令障第 1509号身体障害者更生援

護施設の設備及び運営に関する基準に適合（50 人→60 人） 

H.13.9.28   基本財産の処分 

        旧清風荘第一期工事建物 療養所鉄骨造り陸屋根 2階建 1325.7㎡ 

H.13.10.1   身体障害者社会参加促進事業を高島 5町 1村から受託 

H.13.12.3   定款の一部変更認可（滋賀県指令レ第 1392号）基本財産の一部処分他 

H.14.3.21   新給与体系に変更（職能給・年齢給） 

H.14.12.1   障害者ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成・派遣事業受託 

H.14.12.14   八田監事後任に田中和男就任 



H.15.4.1    支援費制度開始 

        指定身体障害者療護施設支援 身体障害者療護ﾎｰﾑ清湖園 

        指定短期入所事業 ｼｮｰﾄｽﾃｲせいこえん 

H.15.6.1    清風荘高齢者在宅サービスセンター所長 中島一彦就任 

H.15.6.20    任期満了による理事監事再任 

H.15.6.20    社会福祉法人ゆたか会理事長 杉橋研一重任 

H.15.7.23    定款の一部変更認可（滋賀県指令レ第 1023号） 

        支援費制度移行に伴う新事業の追加と現行事業の見直し 

H.15.11.16   任期満了による評議員７名新任（山下トモ子・八田祥嗣・稲田恒夫・

古川進・松本良平・山川恵子・橋本安弘）及び１２名再任 

H.16.3.1    川田評議員死亡により、伴英治評議員新任 

        やまゆりの里施設長(第二代)に杉橋研一就任 

        ケアハウスじゅらく施設長に前田光泰就任 

H.16.4.1      身体障害者療護ホーム清湖園園長(第五代)に山川恵子就任 

        身体障害者療護ホーム清湖園（通所事業（定員４名以下）開始） 

H.16.6.15   平成１6年度民間心身障害児者社会福祉施設整備費施補助金 51,113千円

の交付内示を受ける 

H.16.12.1     朽木村から１０年間指定管理者の指名を受ける。 

H.16.12.20   身体障害者療護ホーム清湖園新築（老朽改築）その他工事指名競争入

札執行（結果、入札不調にて、最低価格を提示した「杉橋建設（株）

と（株）ＫＥＣの特定建設工事共同企業体との随意契約となる） 

H.17.1.12    清湖園新築起工式開催 

H.17.1.15    清湖園新築工事に伴う地元説明会実施 

H.17.2.4      清湖園新築工事着工 

H.17.4.1      やまゆりの里の定員を増加（30人→50人、ＳＳ定員 6人→8人） 

        高島市より「働き・暮らし応援センター事業」（身体障害者療護ホー

ム清湖園）を受託 

H.17.6.20   任期満了による理事２名新任（杉田和夫、前田光泰）及び７名再任（杉

橋研一、柳生幹夫、松本貞夫、岸本景子、大釜俊弥、田中肇、浅見文

博）監事２名再任 

        社会福祉法人ゆたか会理事長 杉橋研一重任 

H.17.7.11   定款の一部変更認可（滋賀県指令長寿第 531号） 

        やまゆりの里指定管理者制度の協定及び増床事業に伴う名称変更。 

H.17.11.16  任期満了による評議員１名新任（中島一彦（前田光泰理事新任によ

り））及び１８名再任 

H.18.1.1    合併新高島市よりやまゆりの里の指定管理者認定 

H.18.1.20    身体障害者療護ホーム清湖園建物の法人への引渡し 

H.18.1.23     身体障害者療護ホーム清湖園竣工式挙行（祝賀会は今津サンブリッジ

ホテルにて） 



H.18.1.28     全清湖園入居者 60名引越完了（事業開始） 

H.18.4.１   障害者自立支援法施行により、滋賀県の事業指定(身体障害者療護ホー

ム清湖園)を受ける 清湖園の通所事業の定員を１０名以下に増員 

H.18.4. 1    特養やまゆりの里(新型 20+2床増床も含めて)指定管理者に指定認定を

受ける 

H.18.10.1     障害者自立支援法施行により事業開始 

        障害者福祉サービス短期入所事業(ショートステイせいこえんとして、

滋賀県より指定を受ける 

         高島市より「日中一時支援事業」（身体障害者療護ホーム清湖園）を受

託 

H.19.3.2      旧清湖園建物及び旧清風荘南棟建物の滅失登記 

H.19.4.1      高島市より「移動支援事業」・「地域活動支援センター事業」（身体

障害者療護ホーム清湖園）を受託 

H.19.4.1     県から湖西働き暮らし応援センター事業を受託(ほろん内) 

H.19.6.20     任期満了による理事２名退任（大釜俊弥、田中肇）、１名新任（山川

恵子）及び７名再任（杉橋研一、柳生幹夫、松本貞夫、岸本景子、浅

見文博、杉田和夫、前田光泰） 

        監事１名退任（横井藤夫）、１名新任（青谷佐智男）１名再任（田中

和男） 

        社会福祉法人ゆたか会理事長 杉橋研一重任、前田光泰を常務理事に

指名（兼務事務局長） 

H.19.10.1     前田常務理事、兼務事務局長を解く。事務局長後任は山川理事が兼務。 

H.19.11.16   任期満了による評議員３名退任（岸本清夫、提中基弘、山川恵子）及

び１６名再任。１名新任（岸本幹史） 

H.19.12.26    高島市よりやまゆりの里施設の指定管理者指定書を受理。（指定期間：

平成 20年 4月 1日から平成 25年 3月 31日） 

H.20.1.7    定款の一部変更認可（滋賀県指令長寿第７号） 

        前回定款変更認可（平成 17年 7月）以降、法改正による見直し 

法人建物財産の登記変更発生に伴う見直し（高島郡 6か町村の合併によ

る清風荘及び清湖園の所在変更・清湖園建て替えによる新旧建物表示変 

更・旧清風荘南棟建物抹消） 

障害者自立支援法発足に伴う障害関係事業の名称変更と障害者新規事

業の発足、介護保険事業の名称変更 

H.20.3.21   やまゆりの里施設長(第三代)に伴英治就任 

H.20.3.24   高島市と土地交換契約を締結する 

H.20.4.1   国事業、湖西就労支援センター受託(ほろん内) 

H.20.6.9   定款の一部変更認可（滋賀県指令長寿第 892号） 

       障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設への体系移行 

       高島市との土地交換による法人基本財産の変更（地番整理に基づき法人



事務所及び清風荘ならびに清湖園の所在変更） 

H.20.11.6    平成 20年 6月定款の一部変更認可に伴い、次の表示登記を完了 

             清風荘＝高島市今津町南新保 87番地 15、87番地 14 

             清湖園＝高島市今津町南新保 87番地 14 

H.20.12.22   平成 20年 6月定款の一部変更認可に伴い、次の変更登記を完了。 

             法人の主たる事務所＝高島市今津町南新保 87番地 15 

H.21.4.1   障害者就労支援事業Ｂ型湖西夢工房開設(定員 15名) 

H.21.4.1   ケアハウスじゅらく施設長に中島一彦就任 

H.21.6.20  任期満了による理事１名退任（杉田和夫）、１名新任（大塚泰雄） 

及び７名再任（杉橋研一、柳生幹夫、松本貞夫、岸本景子、浅見文博、

前田光泰、山川恵子） 

       社会福祉法人ゆたか会理事長 杉橋研一重任 

H.21.11.16  任期満了による評議員３名退任（大塚泰雄、井上秀次、嬉野和子） 

及び１４名再任。３名新任（窪喜宗治、上森俊明、宇賀神紀子） 

H.22.4.1    清風荘高齢者在宅サービスセンター所長に前田光泰就任    

              やまゆりの里施設長(第四代)及びやまゆりの里高齢者在宅サービスセン

ター所長に中島一彦就任 

       清風荘施設長代行及びケアハウスじゅらく施設長に伴英治就任 

H.22.9.2    地域密着型施設さわの風現場説明会 

H.22.9.17   地域密着型施設さわの風入札（杉橋・大山建設共同企業体随契） 

H.22.10.5   さわの風工事着工 

H.23.3.11   東日本大震災の影響でさわの風資材の入荷不可能の為工期延長 

H.23.4.1    ゆたか会総合施設長 前田光泰就任 

特別養護老人ホーム清風荘施設長(第六代)伴英治就任 

H.23.6.20   任期満了による理事１名退任（浅見文博）、１名新任（水口一夫） 

及び 6名再任（杉橋研一、柳生幹夫、松本貞夫、岸本景子、前田光泰、 

山川恵子） 

社会福祉法人ゆたか会理事長 杉橋研一重任, 顧問に浅見文博 

H.23.7.18  地域密着型小規模特別養護老人ホームさわの風 竣工式 

H.23.8.1   地域密着型小規模特別養護老人ホームさわの風を開設（定員 29名 

ショートステイ 1名） 施設長(初代)に伴英治就任 

清風荘副施設長 吉田和浩（管理者） 

H.23.9.20   定款の一部変更申請（滋賀県指令長寿第 1981号 H23.10.20認可） 

       評議員会の権限削除（定款準則に権限が謳われていない為） 

       役員の選任（定款準則に準ずる形にする） 

       小規模多機能型居宅介護事業の追加 

H.23.10.1   小規模多機能型居宅介護事業所さわの風を開設（登録定員 12名） 

H.23.10.11   湖西夢工房移転改修工事現場説明 

H.23.10.11   湖西夢工房移転改修工事入札（杉橋建設落札） 



H.23.11.16  任期満了による評議員３名退任（青谷啓司、橋本浩明、山下トモ子）及

び１４名再任。３名新任（北川節男、堀一彦、宮川久美子） 

H.23.12.26   湖西夢工房移転改修工事竣工 

H.24. 1.28   湖西夢工房御披露目会 

 

＊ 

H.24. 3.21  法人事務センターを清湖園事務所に開設し、事務センター長に山川恵子

が就任 

H.24. 4. 1   こころいちばん HHS・こころいちばん居宅介護支援センター移転 

       HHS はほろんへ移転・こころいちばん居宅介護支援センターは事業所名

称を清風荘居宅介護支援センターに変更して清風荘事務所へ移転 

H.24. 4.16   定款の一部変更申請（滋賀県指令介保第 74号 H24.4.23認可） 

             資産の区分にさわの風の基本財産 建物を追加 

       資産の区分に湖西夢工房の基本財産 土地・建物を追加 

        資産の管理の第 21条 3項に新会計基準における資金運用規程の関係上、

条文を追加 

H.24. 9.14   定款の一部変更申請（滋賀県指令介保第 597号 H24.9.26認可） 

             公益を目的とする事業に福祉有償運送事業を追加 

       公益を目的とする事業の在宅重度障害者通所生活訓練援助事業（ほほえ

みはうす）削除 

H.24. 12.30 前田光泰総合施設長退任 

H.25.6.20  任期満了による理事１名退任（水口一夫）、１名新任（岡本傳也） 

及び７名再任（杉橋研一、前田光泰、松本貞夫、柳生幹夫、大塚泰雄、 

前田光泰、岸本景子、山川恵子） 

       監事 2名再任（田中和男、青谷佐智男） 

       理事長に杉橋研一が再任、理事長職務代理に松本貞夫、常務理事に前田

光泰を指名(再任) 

       事務局長に山川恵子、事務局次長に伴英治、中島一彦 

H.25.9.14   ほろん新規拠点事業に伴う、建物購入（土地は定期借地権）を議決 

H.25.10.１  就労移行支援事業 湖西ゆめ企画を開設 

H.25.11.16  任期満了による評議員３名退任（古川進、藤本励、宇賀神紀子） 

及び１４名再任。３名新任（西川喜代治、中村栄次郎、池田敦子） 

H.26.4.1   計画相談支援事業 こころいちばん計画相談支援センターを開設 

       湖西総合在宅サービスセンターほろんセンター長に北川節男が就任 

       地域密着型小規模特別養護老人ホームさわの風施設長・第二代 吉田和

浩が就任 

H.26.4.1   評議員退任（宮川久美子）、新任（谷仙一郎） 

H.27.4.1    施設長人事（H.27.3.31 中島一彦やまゆりの里施設長退任） 

       清風荘施設長・第七代 兼ケアハウス施設長（山川恵子） 



       清湖園施設長・第六代（伴英治）副施設長（水野賢祐） 

       やまゆりの里施設長・第五代（鎌田智恵子） 

H.27.6.20   任期満了による理事２名退任（松本貞夫、柳生幹夫）、２名新任 

（池田敦子、松本良平）及び 6 名再任（杉橋研一、岸本景子、前田光泰、 

大塚泰雄、山川恵子、岡本傳也） 

       監事 2名再任（田中和男、青谷佐智男） 

       理事長に杉橋研一が再任、常務理事に前田光泰を指名(再任) 

       事務局長に山川恵子、事務局次長に伴英治 

H.27.6.20   評議員 2名退任（池田敦子、松本良平）2名新任（北川伊久男、鎌田智

恵子） 

H.27.10.1    地域生活支援センターほろん会館を開設 

       湖西総合在宅サービスセンターほろんの事業を移転 

       清風荘居宅介護支援センターをこころいちばん居宅介護支援センター

に事業名称変更し清風荘より移転 

H.27.10.26   地域生活支援センターほろん会館の開設に伴い（H27.10.1） 

定款の一部変更を届出（高社第 154号 H27.10.30受理） 

             資産の区分にほろん拠点の基本財産（建物）を追加 

H.27.11.16  任期満了による評議員 4 名退任（亀山元一、中田暢夫、八田祥嗣、中島

一彦）及び 13名再任、4名新任（吉田和浩、水野賢祐、石津順子、山﨑

かおり） 

H.28.11.15,18 社会福祉法一部改正に伴う定款の全文改定案を評議員会及び理事会にお

いて議決 

H.29.2.21   評議員選任・解任委員会委員に 5名の推薦を議決 

（松本貞夫、古川進、岸本幹史、田中和男、伴英治） 

H.29.3.7   評議員選任・解任委員会を開催。新評議員 7 名を選任（上森俊明、北

川伊久男、谷仙一郎、水谷平、西村武博、落合万貴子、北條里実） 

H.29.4.1   社会福祉法の一部改正(定款全文改定、高島市指令社第 6 号 H29.1.26

認可） 

H.29.6.1   法人事務センター長に水野賢祐 就任 

H.29.6.16   定時評議員会を開催。第 22期（法改正後第１期）理事及び監事を選任 

       理事（杉橋研一、岸本景子、前田光泰、山川恵子、大塚泰雄、池田敦子） 

       監事（田中和男、山本博和） 

       理事長に杉橋研一が再任、常務理事に前田光泰を指名(再任) 

       事務局長に山川恵子と事務局次長に伴英治を指名(再任) 

H.29.11.11  法人顧問弁護士に古山隼也氏就任 

H.30.1.24   定款の一部変更を届出（高島市指定社第３号 H30.1.30認可） 

            （福祉に関わる人材育成のための事業）を追加 

H.30.2.28   介護員養成研修事業の開設(滋賀県指令医福 第 324 号) 

H.30.10.1   やまゆりの里 朽木ホームヘルパーステーションを廃止 



H.30.11.1   就労定着支援事業湖西ゆめ企画を開設 

H.30.11.14  評議員選任・解任委員会を開催。１名退任（上森俊明）新評議員１名を

選任（桒原幸夫） 

H.31.3.31   清風荘あいあいデイサービスセンターを休止 

R.1.6.27    定時評議員会を開催。第 23期（法改正後第２期）理事及び監事を選任 

       任期満了による理事１名退任（前田光泰）、１名新任（山本博和）及び 

５名再任理事（杉橋研一、岸本景子、山川恵子、大塚泰雄、池田敦子） 

       監事１名新任（松本良平）１名再任（田中和男） 

       理事長に杉橋研一が再任、常務理事に山川恵子を指名、事務局長に伴英

治を指名 

R.1.12.1     就労移行支援湖西ゆめ企画 及び 就労継続支援Ｂ型湖西夢工房 を多

機能型事業に変更、定員を４０名とする。 

就労継続支援Ｂ型わーくる夢（定員３２名） 

就労移行支援わーくる夢（定員８名） 

就労定着支援わーくる夢 

R.2.4.1     高島市被保護者就労支援事業を高島市より受託 

R.2.7.1      施設長人事 総合施設長（山川恵子） 

        清風荘施設長・第八代 兼ケアハウス施設長 兼さわの風施設長（伴英治） 

        清湖園施設長・第七代（吉田和浩） 

        さわの風副施設長（中清水恭子） 

        ほろんセンター長代理（吉田みゆき） 

R3.4.20    定款の一部変更を届出（高島市指令社第 8号 R3.4.20認可） 

       （理事定数、評議員定数を変更） 

R.3.6.25    定時評議員会を開催。第 24期（法改正後第 3期）理事及び監事を選任 

理事１名新任（吉田和浩）及び 6名再任理事（杉橋研一、岸本景子、山

川恵子、大塚泰雄、池田敦子、山本博和） 

       任期満了による監事１名退任（田中和男）１名再任（松本良平）１名新

任（桒原幸夫） 

       理事会を開催。理事長に杉橋研一が再任、常務理事（業務執行理事）に

山川恵子、業務執行理事に吉田和浩 

       評議員選任・解任委員を選任。外部員３名再任、事務局員１名再任、監

事 1名選任（松本良平） 

       評議員任期満了 

R.3.6.28   評議員選任・解任委員会を開催 

第 11期（法改正後第 2期）新評議員 9名を選任（北川伊久男、谷仙一

郎、水谷平、西村武博、北條里実、田村きよ美、水艸亜紀、森井良磨、

梅村恵子） 

R.3.7.1      施設長人事 さわの風施設長・第三代（中清水恭子） 

        ほろんセンター長（吉田みゆき） 



R.4.1.13     施設長人事 総合施設長 兼清風荘施設長・第九代 兼ケアハウス施設長

（山川恵子）、法人事務局長（水野賢祐） 

R.4.4.1    清湖園生活介護の定員数を変更（60名→40名） 

ほろん多機能型事業に生活介護事業を追加、定員数を変更する。 

就労移行支援わーくる夢（定員６名） 

就労定着支援わーくる夢 

就労継続支援Ｂ型わーくる夢（定員１４名） 

生活介護わーくる夢（定員２０名） 

R.4.4.1     介護職員実務者研修「ゆたか会カレッジ」を開講 

R.4.6.24     定款の一部変更を届出（高島市指令社第 4号 R4.7.13認可） 

（租税特別措置法第 40条の適用を受ける条文に変更） 

R.5.3.31   高島市指定管理 朽木小規模特別養護老人ホームやまゆりの里及び地

域密着型小規模特別養護老人ホームやまゆりの里 管理運営委託契約

満了 

R.5.3.31   施設長人事（清風荘施設長兼ケアハウス施設長 山川恵子及びやまゆり

の里施設長 鎌田智恵子 退任） 

R.5.4.1     施設長人事 清風荘施設長・第十代 兼ケアハウス施設長（林辰弥） 

       事務局次長に鎌田智恵子 


